
６月１日は「人権擁護委員の日」
「人権擁護委員の日」は全ての区役所・支所で人権擁護委員による人権相談を一斉開催します。

文化市民局共生社会推進室
☎ 222-3096
FAX 366-0139

●❶
人
権
相
談

　
面
談
、
電
話
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
、
手
紙
に

よ
り
、
人
権
に
関
す
る
相
談
に
応
じ
て
い
ま
す
。

●❷
調
査
救
済

　「
人
権
を
侵
害
さ
れ
た
」と
い
う
被
害
者
か
ら

の
申
告
や
人
権
相
談
な
ど
を
受
け
、
法
務
局
職

員
と
協
力
し
て
、
調
査
処
理
に
当
た
り
ま
す
。

　
そ
し
て
、
必
要
に
応
じ
て
、
事
案
に
応
じ
た

適
切
な
措
置
を
講
じ
る
な
ど
の
、
救
済
手
続
を

行
い
ま
す
。

●❸
人
権
啓
発

　
人
権
の
大
切
さ
を

多
く
の
方
々
に
知
っ
て

い
た
だ
き
、
ま
た
、
考

え
て
い
た
だ
く
た
め

に
、様
々
な
人
権
啓
発

活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。

インターネット
でのひどい
書込み 一人で悩まず、まずはご相談ください。

令和４年度（５月以降）
夜間相談の日程

令和４年度（５月以降）
区役所・支所での相談日程
相談日 相談場所

5月19日(木) 北区役所
7月28日(木) 右京区役所
8月18日(木) 中京区役所
8月25日(木) 上京区役所
9月15日(木) 東山区役所

10月20日(木) 深草支所
11月17日(木) 洛西支所

みんなの人権
１１０番

子どもの人権
１１０番

女性の人権
ホットライン

インターネット
人権相談
受付窓口

時間：10時から12時まで（山科区役所のみ14時から16時まで）

差別

虐待いじめ

人
権
擁
護
委
員
と
は

　
人
権
擁
護
委
員
は
、
国
民
の
基
本
的
人
権
を

守
り
、
ま
た
、
人
権
が
大
切
な
も
の
で
あ
る
こ

と
を
知
っ
て
も
ら
う
た
め
、
法
務
大
臣
か
ら
委

嘱
さ
れ
て
活
動
す
る
、
民
間
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

で
す
。

　
現
在
、
約
１
万
４
千
名
の
人
権
擁
護
委
員
が

全
国
の
各
市
町
村
に
配
置
さ
れ
、
京
都
市
に

は
、
55
名
の
人
権
擁
護
委
員
が
い
ま
す
。
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予約不要
相談日 相談場所

11月24日(木) 下京区役所
12月15日(木) 南区役所
12月22日(木) 醍醐支所
1月19日(木) 左京区役所
2月16日(木) 西京区役所
3月23日(木) 伏見区役所

14時から16時まで。いずれの会場でもご相談いただけます。

相談日 相談場所
6月22日(水)

京都市役所
共生社会推進室
18時から20時まで

☎222-3096
FAX 366-0139

8月24日(水)

10月26日(水)

12月21日(水)

2月22日(水)

要予約

人
権
擁
護
委
員
の
活
動

予約不要

問合せ

人
権
擁
護
委
員
は
、

法
務
大
臣
に
委
嘱
を
受
け
た
、

（
　
　
　
　
　）
で
す
。

こ
こ
で
ク
イ
ズ
！

人
権
擁
護
委
員
っ
て

ど
ん
な
人
？

（
答
え
は
、
記
事
の
中
に
あ
り
ま
す
。）

人
権
擁
護
委
員
は
、
人
権
相
談
以
外
に
も
、

様
々
な
人
権
（
　
　
　
　）
活
動
を

行
っ
て
い
ま
す
。
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は
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京
都
市
に
（
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名
い
ま
す
。

●Ⓐ 

特
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職
の
公
務
員

●Ⓑ 

民
間
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
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人権イメージ
キャラクター

人ＫＥＮあゆみちゃん
人権イメージ
キャラクター
人ＫＥＮまもる君

通話料無料

インターネット人
じんけんそうだん

権相談

※電話は平日８時30分から17時15分まで（年末年始を除く）

相談無料 秘密厳守

再生紙・植物油インクを使用しています。
不要になれば古紙回収等に出してください。

市民しんぶんへの広告（１～４面下欄）を募集中。【問合せ】（株）キョウエイアドインターナショナル京都営業所（☎585-5050）　 ※広告内容等は市が推奨するものではありません。

市　民　し　ん　ぶ　ん　★★区版　　 第317号　　令和４年５月1５日　（４）No.317　令和４年（2022）5月15日　 京都市中京区役所地域力推進室　 〒604-8588　中京区西堀川通御池下る西三坊堀川町521　☎（075）812-0061（代）　FAX（075）812-0408 京都市印刷物第041041号

視覚に障害のある方を対象に点字版・文字拡大版・テープ版・CD（デイジー）版も発行。 【問合せ】  広報担当 （☎ 222-3094 FAX 213-0286）

推計人口： 109,157人
男性：   49,825人
女性：   59,332人

世 帯 数：60,713世帯
（令和4年4月1日現在）

中京区役所中京区役所ホームページ 検  索 ⬅⬅⬅

市民しんぶん中京区版

中京区
シンボルマーク

中京しんふん /155

日　　時　５月～10月の第４木曜日
９時半から１～２時間程度

場　　所　区役所屋上庭園
持 ち 物　軍手、タオル、飲み物
申込方法　５月16日（月）から右記申込フォーム又は電話にて
問 合 せ　企画担当（☎812-2421）

　見学にお越しの皆さんにはお花の苗を無料でプレゼント
します。お持ち帰りいただき、ご家庭でも中京の“みどり”
を増やす活動にぜひご参加ください！

　区内で展開されている「つくろう・安心・中京区」大作戦で
は、地域の皆さんの協力を得て、各地で安心安全の取組の
一環として花と緑の育成活動を行っています。
　朱雀第七学区の壬生檜公園では、地域の皆さん
が花の水やりや公園の清掃を行っておられます。
また、毎週の清掃活動の後には、ボランティアによ
るラジオ体操も実施されています。このような継続
的な活動は、公園を利用する子どもたちや保護者の
皆さんの心に潤いを与えるとともに、多くの人々が

活動を目にすることから、地域の安心安全の確保や、
健康に対する意識向上にもつながっています。
　今後も引き続き、区内各地で地域と連携した花
と緑の育成を進めていきます。

問合せ　まちづくり推進担当（☎812-2426）一緒に活動していただける仲間を募集中！ 
　屋上庭園は、平成18年３月に結成されたボランティア団体「中京・花とみどりの会」
にお世話をいただいています。 
　毎週月曜・木曜の９時から11時まで活動しています。まちなかで緑を育てる活動
に興味のある方はお気軽にお越しください！

落花生＆
キッチンハーブ
園芸講座

新
緑
が
美
し
い

季
節
に
な
り
ま
し
た
。

一
緒
に〝
み
ど
り
〞を

育
て
て
み
ま
せ
ん
か
？

（いずれも受付は15分前から）

日　時　5月27日（金）
申込方法　５月16日（月）から下記申込フォーム又は電話にて
問 合 せ　企画担当（☎812-2421）
※雨天の場合は苗の配布のみを行います。
※区役所４階から屋上庭園へは階段利用のみとなりますのでご了承ください。

全6回

初回は5月26日（木）

場　所　区役所屋上庭園

１部  10時～ ３部  11時～２部  10時半～

要事前申込　各部先着30名

要事前申込

1,000円（初回のみ）
先着15名

屋上庭園では
ニホンミツバチの
飼育も！

申込フォームへはこちらから

区
役
所
屋
上
庭
園 

見
学
会

無料




